
◆
住
宅
建
て
替
え
中
に
１
月
１
日
を
迎
え

る
土
地
の
所
有
者
の
方
へ

　

平
成
28
年
１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
に

住
宅
を
建
て
替
え
中
（
未
完
成
）
の
土
地

で
、
次
の
①
〜
⑥
の
要
件
を
全
て
満
た
す

土
地
は
、
住
宅
用
地
と
し
て
の
軽
減
措
置

を
継
続
し
ま
す
。
該
当
者
は
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

①
平
成
27
年
１
月
１
日
に
住
宅
が
あ
っ
た

こ
と
（
住
宅
用
地
で
あ
っ
た
こ
と
）

②
28
年
１
月
１
日
に
住
宅
の
建
て
替
え
工

事
に
着
手
し
て
い
る
こ
と

③
28
年
12
月
31
日
ま
で
に
住
宅
が
完
成
す

る
こ
と

④
原
則
と
し
て
、
建
て
替
え
の
前
後
で
敷

地
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

⑤
原
則
と
し
て
、
27
年
１
月
１
日
と
28
年

１
月
１
日
の
土
地
所
有
者
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
（
共
有
と
な
っ
て
も
可
）

⑥
原
則
と
し
て
、
27
年
１
月
１
日
と
28
年

１
月
１
日
の
住
宅
所
有
者
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
（
共
有
と
な
っ
て
も
可
）

【
住
宅
用
地
に
係
る
軽
減
措
置
】

▼
小
規
模
住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額
は
、

固
定
資
産
税
は
評
価
額
の
6
分
の
１
、

都
市
計
画
税
は
３
分
の
１
と
し
ま
す
。

一
般
住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額
は
、
固

定
資
産
税
は
評
価
額
の
３
分
の
１
、
都

市
計
画
税
は
３
分
の
２
と
し
ま
す
。

▼
小
規
模
住
宅
用
地
と
は
、
住
宅
用
地
の

う
ち
住
宅
一
戸
当
た
り
２
０
０
㎡
ま
で

の
部
分
を
い
い
、
２
０
０
㎡
を
超
え
る

部
分
を
一
般
住
宅
用
地
と
い
い
ま
す

（
た
だ
し
、
住
宅
用
地
の
面
積
は
、
家

屋
の
床
面
積
の
10
倍
を
限
度
）
。

▼
所
有
地
を
新
た
に
住
宅
用
地
と
し
て
利

用
す
る
場
合
は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
る
と
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
が
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

　

住
宅
を
壊
し
て
駐
車
場
に
し
た
り
、
駐

車
場
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
ア
パ
ー
ト
を
建
て

た
り
す
る
と
、
地
目
や
税
額
が
変
わ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
評
価
上
の
地
目
は
、
賦
課
期
日

（
28
年
１
月
１
日
）
の
利
用
状
況
で
決
ま

り
ま
す
（
土
地
の
利
用
状
況
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）
。

◆
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

土
地
の
分
筆
、
合
筆
な
ど
に
伴
い
利
用

状
況
が
変
更
さ
れ
た
土
地
、
27
年
中
に
新

築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋
の
調
査
に
固
定
資

産
評
価
補
助
員
証
を
携
行
し
た
市
の
職
員

が
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
家
屋
の
取
り
壊
し

を
さ
れ
た
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
の
申
告

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の
ほ
か

に
償
却
資
産
も
課
税
の
対
象
で
す
。
市
内

で
事
業
を
し
て
い
る
方
（
賃
貸
駐
車
場
や

ア
パ
ー
ト
経
営
も
含
む
）
は
、
28
年
１
月

１
日
現
在
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
に
つ

い
て
申
告
書
を
作
成
の
上
、
資
産
税
課
へ

提
出
（
郵
送
可
）
し
て
く
だ
さ
い
。

　

12
月
18
日
㈮
ま
で
に
、
申
告
書
な
ど
が

届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
法
定
申
告
期
限
は
１
月
末
日

（
土
・
日
曜
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）
で

す
。
事
務
処
理
上
、
28
年
１
月
20
日
㈬
ま

で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申
問
〒
359

-

8501
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役
所
２
階
資
産
税
課

　

☎
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０
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８
へ
提
出

　

先
の
市
長
選
挙
に
お
い
て
、
市
民
の

皆
様
よ
り
負
託
を
い
た
だ
き
、
引
き
続

き
市
政
の
重
責
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
就
任
の

ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
が
市
長
を
志
し
た
原
点
は
、

東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
で
あ
り
ま

し
た
。
当
時
は
多
く
の
人
が
絆
の
大
切

さ
と
自
然
へ
の
畏
怖
を
痛
感
し
た
も
の

で
す
。
そ
こ
で
私
は
「
人
と
人
の
絆
」

と
「
人
と
自
然
と
の
共
生
」
を
目
指
し
、

未あ

来す

の
子
ど
も
た
ち
に
今
の
大
人
が
何

を
残
し
伝
え
る
か
、
〝
継
承
〞
を
意
識

し
て
、
各
施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
「
教
育
」
「
環
境
」

「
福
祉
・
自
治
」
「
文
化
・
ブ
ラ
ン

ド
」
「
行
政
」
の
５
つ
の
分
野
に
公
約

を
掲
げ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
教
育
現
場
へ
の
人
的
支
援

の
拡
充
や
、
新
た
な
３
学
期
制
の
実
現
、

マ
チ
ご
と
エ
コ
タ
ウ
ン
所
沢
構
想
を
策

定
し
自
然
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
や

緑
の
保
全
に
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
条
例
を
作
っ
て
自
治
会
活
動

や
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
し

た
り
、
保
育
園
の
定
員
を
増
や
し
た
り

（
全
民
間
保
育
園
の
３
割
分
）
、
小
児

初
期
救
急
診
療
体
制
の
整
備
、
（
仮

称
）
こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来
館
の
設
置
、

音
楽
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
、
第

２
・
第
４
土
曜
日
の
休
日
開
庁
、
第
１

土
曜
日
の
家
庭
ご
み
の
受
け
入
れ
な
ど
、

一
つ
一
つ
着
実
に
実
現
し
て
ま
い
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
ら
に
、
今
後
も
避
け
ら
れ
な
い
働

く
世
代
の
人
口
減
少
と
福
祉
費
の
増
大

を
見
据
え
、
各
施
策
を
財
源
的
に
支
え

る
た
め
に
、
市
内
５
カ
所
の
土
地
利
用

転
換
を
後
期
基
本
計
画
に
位
置
付
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
企
業
支
援
の
仕
組
み
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
旧
所
沢
浄
化
セ

ン
タ
ー
跡
地
へ
の
㈱
Ｋカ

Ａ
Ｄド

Ｏ
Ｋカ

Ａ
Ｗワ

Ａ
の
進
出
、
所
沢

駅
西
口
の
区
画
整
理
・
再
開

発
事
業
、
西
所
沢
駅
西
口
改

札
や
米
軍
通
信
基
地
東
西
連

絡
道
路
の
計
画
も
具
体
化
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

二
期
目
の
市
政
運
営
に
お

い
て
は
、
新
た
に
「
健け

ん

幸こ
う

長

寿
の
マ
チ
所
沢
」
を
加
え
、
動
き
出
し

た
ま
ち
づ
く
り
と
と
も
に
施
策
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
『
教
育
・
子
ど
も
』
日
本
一

子
ど
も
を
大
切
に
す
る
マ
チ
所
沢
実
現

の
た
め
、
教
育
力
の
質
向
上
、
学
校
へ

の
地
域
の
力
の
導
入
、
ト
イ
レ
の
洋
式

化
、
児
童
ク
ラ
ブ
の
改
修
や
ほ
う
か
ご

と
こ
ろ
と
の
一
体
化
事
業
な
ど
を
新
た

に
進
め
ま
す
。

　

『
環
境
』
マ
チ
ご
と
エ
コ
タ
ウ
ン
所

沢
で
は
、
街
な
か
（
市
街
化
区
域
）
の

緑
の
保
全
、
太
陽
光
発
電
の
低
価
格
導

入
、
生
ご
み
な
ど
の
資
源
化
徹
底
な
ど

に
も
取
り
組
み
ま
す
。

　

『
福
祉
・
自
治
』
人
と
人
の
絆
を
実

感
で
き
る
マ
チ
所
沢
で
は
、
自
治
会
活

動
支
援
策
を
さ
ら
に
充
実
す
る
と
と
も

に
、
（
仮
称
）
こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来

館
で
発
達
障
害
児
支
援
を
進
め
ま
す
。

ま
た
、
障
害
者
差
別
解
消
条
例
を
制
定

し
ま
す
。

　

『
文
化
・
ブ
ラ
ン
ド
』
文
化
の
風
薫

る
マ
チ
所
沢
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
創
出
や

音
楽
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
や
農
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
魅

力
的
な
施
策
を
実
現
し
ま
す
。

　

『
行
政
』
超
親
切
な
市
役
所
で
は
、

コ
ン
ビ
ニ
で
の
住
民
票
の
発
行
、
市
内

に
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま

す
。

　

そ
し
て
、
新
た
に
加
え
た
『
健
幸
長

寿
』
思
わ
ず
歩
い
て
し
ま
う
素
敵
な
マ

チ
所
沢
で
は
、
歩
く
と
ポ
イ
ン
ト
が
貯

ま
る
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
を
導
入
し
、
健

康
寿
命
県
内
１
位
を
目
指
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
施
策
を
支
え
る
も

の
と
し
て
成
長
作
戦
＝
ま
ち
の
活
性
化

に
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

㈱
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
と
の
Ｃク

ー

ル

Ｏ
Ｏ
Ｌ

　

Ｊジ

ャ

パ

ン

Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

Ｆフ

ォ

レ

ス

ト

Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
構
想
、

市
内
５
カ
所
の
土
地
利
用
転
換
、
所
沢

駅
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
を
成
功
さ
せ
、

さ
ら
に
旧
市
庁
舎
跡
地
等
の
活
用
、
ホ

テ
ル
の
誘
致
、
狭
山
湖
周
辺
の
魅
力
ア

ッ
プ
策
な
ど
を
検
討
し
ま
す
。

　

さ
あ
、
自
然
と
共
生
し
た
中
で
、
支

え
合
い
助
け
合
う
、
人
間
力
が
発
揮
さ

れ
る
大
き
な
社
会
を
一
緒
に
作
っ
て
い

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
た
ち
大

人
が
背
中
で
そ
れ
を
示
す
こ
と
で
「
善

き
ふ
る
さ
と
所
沢
」
が
、
き
っ
と
子
ど

も
た
ち
に
継
承
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
す
。

　

今
後
と
も
、
市
民
の
皆
様
の
一
層
の

ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

◆公的年金からの特別徴収制度の見直し（28年10月以後）
①仮特別徴収税額の計算方法の見直し（特別徴収税額の平準化）
　特別徴収税額の均一化を図るため、仮特別徴収税額が前年度分
の公的年金等に係る個人住民税額の２分の１に相当する額となり、
仮特別徴収税額は29年４月から下表のとおり計算方法が変わり
ます。

仮徴収 本徴収
４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

改
正
前
前年度分の本徴収額×１／３

（２月と同額） （年税額－仮徴収額）×１／３

改
正
後
前年度分の年税額×１／６ （年税額－仮徴収額）×１／３

②特別徴収の継続
　公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や
特別徴収税額が変わった場合、特別徴収から普通徴収（納付書払
いや口座引き落とし）に徴収方法を変更していましたが、一定の
要件下で特別徴収が継続されます。
◆ふるさと納税に係る改正
①特例控除額の拡充
　税額控除額の計算のうち、特例控除額の上
限が28年度から所得割額（調整控除後の所
得割）の10％から20％に拡充されます。
②ワンストップ特例制度
　27年４月以降に行うふるさと納税が５団体以内であれば、申
請することで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられます。
【確定申告・住民税申告が必要な主な場合】

▼会社で年末調整をして医療費控除などを申告する場合、２カ所
以上から給与を受給している場合など

▼申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した
住所と寄附した年の翌年の１月１日の住所が異なる場合

▼27年１月１日から３月31日までにふるさと納税をして寄附金
控除を受ける場合

問市民税課☎２９９８‐９０６４

二
期
目
の
市
政
運
営
に
あ
た
っ
て

平成28年度から適用される個人住民税の主な税制改正

平
成
28
年
度
　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ
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